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研究成果の概要（和文）： 本研究の一連の調査分析によって、日本と外国における大学改革と資金配分の関連
が、実証的に明らかにされた。その結果、日本における資金配分方法の今後の在り方に知見を提供できることに
なった。
　また資金配分の方法の変更に伴う大学ガバナンス、マネジメント、リーダーシップなど大学組織改革への在り
方に示唆を与えることができる。すなわち競争的資金獲得にどのような組織が適切か、どのような人材が必要
か、その養成はどうするのか、等である。
　また本研究成果は、高等教育無償化政策についての意義や問題点についても知見を提供することができる。

研究成果の概要（英文）： This study examined the relationship between the changing way of funding to
 univerities and the university reforms in Japan and foreign countries. It described university 
reforms in the past thirty years and the allocation of research and teaching funds to universities 
in various countries.
 This study also suggests the implication and problems of the free higher education policy 
implemented in 2019 in Japan by the prime minister Abe.     
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究の成果は、大学への資金配分方法と大学改革の在り方に示唆を与えることができる。
　本研究は、大学財政と大学改革を分析し、2018年からの高等教育無償化政策の意義と課題に知見を提供でき
る。
　本研究は、大学財政について分析しており、日本の私立大学の経営、とりわけ授業料水準や学生募集に知見を
与えることができる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 政府から大学に用意される教育研究資金および業務遂行、経営資金は、基盤的性格から

競争的性格へとシフトしている。競争的資金の割合は、1990 年には 10%ほどであったが、

2011 年には 30%を超えている。かつて中教審答申では、「大学へのきめの細かいファンディ

ング」が政策的に示され、その後資金提供の多様化が進められた。競争的資金の割合の増

加は、この政策を進めた結果と解釈できる。このような資金配分方法の変化について、そ

の評価および課題について分析が進められている。 

しかし資金配分方法の変動は、ファンディング機関の役割や組織の在り方、大学の教育

研究業務遂行、大学組織の変容、ガバナンス等に影響を与える。資金配分方法の変更によ

って、ファンディング機関では、プログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサー（PF）

ら競争的資金マネジメントにかかわる人材を抱える組織が発足し、PD、PF の役割や人材養

成が課題となっている。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、大学の量的拡大（内的要因）や、大学へのファンディングの額と方法

の変化（外的要因）が大学システムや組織変容をもたらし、大学管理経営改革を進行させ

るという社会学および経営学理論を各国の事例により検証することである。20 世紀終わり

から各国で進行した大学改革と、政府資金配分方法の変更との関係を理論的に整理し、実

証的に分析し、大学教育研究機能の活性化についての知見を得る。具体的には、 

1) ヨーロッパ、アメリカ、アジアにおける大学改革と資金配分方法との関係を明らかに

する。 

2) 各国事例を比較し、日本の今後の国立大学制度と資金配分方法見直しへの課題を探る。 

 

３．研究の方法 

 本研究は、理論研究、データ分析、等によって以下の 6 点について研究を遂行する予

定である。 

1) 日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国における大学（法人）制度、大学組織およ

び高等教育財政制度の理論的研究 

2) 日本における大学へのファンディングの現状、および個別大学財務に関するデータ収

集・分析 

3) 大学への資金提供者への日本のファンディングの現状についてのインタビュー調査 

4) 国立大学のガバナンス、学内組織についての訪問調査およびアンケート調査 

5) 海外における資金配分と大学組織の現状に関する政府、大学関係者へのインタビュー

調査 

各国の大学組織改革と資金配分の方法について、国際比較分析およびその結果の総括 

 

４．研究成果 

 本研究の一連の調査分析によって、日本と外国における大学改革と資金配分の関連が、

実証的に明らかにされる。その結果、日本における資金配分方法の今後の在り方に知見を

提供できることがあげられる。すなわち基盤的経費と競争的資金の適正配分、基盤的経費

配分における業績評価の反映の方法、その反映分の割合、「きめの細かいファンディング」

の具体的方法、等である。また資金配分の方法の変更に伴う大学組織改革への在り方に示



唆を与えることができる。すなわち競争的資金獲得にどのような組織が適切か、どのよう

な人材が必要か、その養成はどうするのか、等である。 
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